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図表２－８　教育訓練市場の構造表（組織構造全体による比較）

注1）教育訓練サービスに占めるプロバイダー別占有率とは、専修･各種学校、財団･社団法人、株式会社、職業訓練法人、任意団体、有限会社の各プロバイダーの年間の教育訓
練サービスによる事業収入総額を10割としたときのものである。
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注2)「組織の数」および「常用雇用者数」の比率算定時には、事業所統計の分類で区分すると重複している教育訓練プロバイダーについては、重複していないものを基準と
し、残りの割合を各プロバイダーに比例配分し、合計割合が１０になるように加工した。
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